
和歌山県では、特別高圧電力を受電する事業所を県内に有する中小企業者を支援します。

以下の①又は②のいずれかに該当する事業者です。

①県内で特別高圧電力を受電し、その費用を負担している中小企業者

②県内で特別高圧電力を受電する商業施設等において、特別高圧電力を利用し、
その費用を負担している中小企業者

※いずれも本社が県外であっても、県内において特別高圧を受電している事業所は対象とします。
※いずれもみなし大企業は除きます。

支援対象者

支援対象経費と支援金額

申請方法及び提出期限

支援金額算出支援対象期間

電力使用量１kwhあたり1.0円を乗じた額令和７年7月及び9月使用分
の特別高圧電力使用料金

電力使用量１kwhあたり1.2円を乗じた額令和７年8月使用分の
特別高圧電力使用料金

和歌山県特別高圧受電事業者支援金

≪申請・お問合せ先≫ 和歌山県 商工企画課
〒640－8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１
メール:e0601001@pref.wakayama.lg.jp TEL:073-441-2725

お問合せ受付時間 午前9時から午後5時45分まで（土、日、祝日、年末年始を除く。） 詳細はこちらから

第6次募集

必要書類を御準備の上、下記提出先に郵送により提出してください。申請方法
令和７年11月10日（月）から令和７年12月19日（金）まで
※当日消印有効

受付期間

※申請に当たっては、「和歌山県特別高圧受電事業者支援金交付要綱」及び「和歌山県特
別高圧受電事業者支援金申請要領」を御確認ください。
下記URL又は右下二次元コードの和歌山県ホームページから入手可能です。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html

詳 細

和歌山県


